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Ⅰ 令和６年６月法改正について



１ 第三次担い手３法改正の概要
① 担い手３法とは

担い手３法とは、次の３つの法律をいいます。

〇 建設業法（昭和二十四年法律第百号）
建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図るための法律

〇 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成十二年法律第百二十七号）
国、特殊法人、地方公共団体等の発注者全体を通じて、入札・契約の適正化の促進により、公

共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発達を図るための法律（略称「入契法」）

〇 公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七年法律第十八号）
公共工事の品質確保に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、公共工事

の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、公共工事の品質確保を促進するため
の法律（略称「品確法」）

② 改正の背景
担い手３法は、建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保のため、平成26年

及び令和元年に改正されました。
しかしながら、厳しい就労条件を背景に、依然として就業者の減少が著しいため、建設業がその重

要な役割を将来にわたって果たし続けられるよう、令和６年６月に「持続可能な建設業の実現」と「必
要な担い手の確保」を目的として改正されました。（第三次担い手３法改正）

１



③ 第三次担い手３法の全体像

２



３



第三次担い手３法改正における「建設業法」の主な改正内容と施行時期は、次のとおり。

① 労働者の処遇改善

② 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

施行時期改正後の条文改正内容

令和6年12月13日第25条の27第2項ア 労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化

令和6年9月1日第40条の４⇒ 国は建設業者の取組状況を調査・公表、中央建設業審議会へ報告

令和6年9月1日第34条第2項イ 中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告

令和7年12月12日第20条第2・6項ウ 著しく低い労務費等による建設業者の見積りや注文者の見積り依頼を禁止

令和7年12月12日第19条の3第2項エ 受注者※である建設業者は、正当な理由なしに「原価割れ契約」の締結が禁止
※注文者は、従前から「原価割れ契約」の締結が禁止されている。

施行時期改正後の条文改正内容

令和6年12月13日第20条の2第2項ア 受注者である建設業者は、資材高騰など請負額に影響を及ぼす情報を契約締
結までに注文者に通知しなければならない。

令和6年12月13日第19条第1項第8号イ 資材高騰等による請負代金の「変更方法」が契約書記載事項として明確化

令和6年12月13日第20条の2第4項ウ 「アの通知」を行った建設業者が資材高騰時に「イの変更方法」に基づいて契約
変更の協議を申し出た場合は、注文者は誠実に協議に応じる努力義務

４

２ 建設業法における主な改正内容



③ 働き方改革と生産性向上

施行時期改正後の条文改正内容

令和7年12月12日第19条の5第2項ア 長時間労働抑制のため、受注者※である建設業者は「著しく短い工期」による
請負契約の締結が禁止
※注文者は、従前から「著しく短い工期」による請負契約の締結が禁止されて

いる。

令和6年12月13日第25条の28第1項イ 特定建設業者※に対しICT活用による現場管理を努力義務化
※公共工事は「建設業者」の全てにICT活用が努力義務化（入契法第16条）

令和6年12月13日第26条第3項第1号ウ ICT活用による生産性向上のため、工事現場ごとに専任で置くべき主任技術
者・監理技術者の専任義務を合理化（他の工事現場に専任で置くべき主任技術
者・監理技術者との兼任が一定の要件のもとに緩和された。）

令和6年12月13日第26条の5エ ICT活用による生産性向上のため、営業所技術者及び特定営業所技術者の
専任義務を合理化（工事現場に専任で置くべき主任技術者・監理技術者との兼
任が一定の要件のもとに可能となった。）

５



３ 建設工事費高騰への対応に伴う建設業法施行令の改正
第三次担い手３法改正に基づく改正ではないが、近時の「建設工事費高騰への対応」として建設業法施行

令において改正された内容は、次のとおり。

施行時期改正後の条文改正内容

令和7年2月１日

令第2条ア 特定建設業の許可を必要とする下請金額
４，５００万円以上 → ５，０００万円以上

（建築一式の場合 ７，０００万円以上 → ８，０００万円以上）

令第2条イ 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者において「監理技術者」の配置
を要する建設工事の下請金額

４，５００万円以上 → ５，０００万円以上
（建築一式の場合 ７，０００万円以上 → ８，０００万円以上）

令第7条の4ウ 特定建設業者において施工体制台帳等の作成を要する下請金額
４，５００万円以上 → ５，０００万円以上

（建築一式の場合 ７，０００万円以上 → ８，０００万円以上）

令第27条第1項エ 専任の主任技術者・監理技術者の配置を要する建設工事の請負金額
４，０００万円以上 → ４，５００万円以上

（建築一式の場合 ８，０００万円以上 → ９，０００万円以上）

令第31条第2項オ 特定専門工事の対象となる建設工事（鉄筋工事・型枠工事）の下請金額
４，０００万円未満 → ４，５００万円未満

６



Ⅱ 建設業法に基づく監督処分について



１ 監督処分
建設業の許可を得た者（以下「建設業者」という。）及び無許可で建設業を営む者が建設業法に違反し

た場合は、監督官庁による行政処分が行われる。
建設業法においては、 「建設業に関し他の法令に違反したとき」や「建設工事請負契約に関し不誠実な

行為をしたとき」も処分が行われることがあるので、建設業法以外の関係法令も遵守し、請負契約を誠実
に履行する必要がある。

① 監督官庁

〇 建設業者が違反した場合は、原則として許可を行った国土交通大臣・都道府県知事【法28条1項】

〇 無許可で建設業を営む者が違反した場合は、請負工事の場所を管轄する都道府県知事【同条2項】

【例：A県内の「建設業者」と「無許可で建設業を営む者」が、B県内での工事について軽微でない下請契約を締結。】

A県 B県

A県知事
所管の

建設業者
無許可で
建設業を
営む者

A県知事 B県知事

監督処分 監督処分

工事現場

７

軽微でない工事
の下請

違反



② 監督処分の種類と効果

経営事項審査指名停止等（福岡県）処分の効果処分の種類

再度許可を受ける
までは、経営事項
審査の申請ができ
ない。

入札参加資格の要件
を満たさないため、入
札に参加できない。

●処分後は軽微な工事しか請け負えない。
※ 軽微な工事：500万円（建築一式は1,500万円）未満の工事

●取消理由が「許可の不正取得」や「情状が特に重
い」、「営業停止処分違反」である場合、許可取消
後５年間は許可を受けられない。【法8条2号】
※  法人の役員等には、併せて５年間の営業禁止処分

●処分を受ける前に請け負った工事は施工可能
※ 注文者への２週間以内の通知が必要【法29条の3】

許可取消
【法29条・ 29 
条の2】

対象年度の審査で
減点

営業停止期間に応じた
指名停止
（１～９ヵ月間）

●停止された期間及び営業の範囲は、入札、見積
り 等も含めて一切の営業ができない。
※ 軽微な工事も営業できない。
※ 法人の役員等には、同一の期間及び営業の範囲で
営業禁止処分あり。

●処分を受ける前に請け負った工事は施工可能
※ 注文者への２週間以内の通知が必要【法29条の3】

営業停止
（１年以内の監督
官庁が定めた期
間）

【法28条3項】

対象年度の審査で
減点

指名停止
（１～２ヵ月間）

●営業の制限はない。

●指示された事項を履行しない場合は、営業停止
処分を受けることがある。

指示

【法28条1項】

８



２ 福岡県の監督処分の状況
令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度令和元年度処分の種別

４件３件２件―１件２件許可取消

○許可不正取得 １件
〇営業所不確知 ３件

〇欠格要件該当 １件
○許可不正取得 １件
〇営業所不確知 １件

○許可不正取得 ２件○欠格要件該当 １件○欠格要件該当 ２件内訳

６件５件２２件８件５件９件営業停止

○無許可請負 ３件
○その他業法違反 ３件

○無許可請負 ２件
○他法令違反 ２件
〇入札虚偽申請 １件

○無許可請負等 20件
○その他業法違反 １件
○他法令違反 １件

○無許可請負等 １件
○その他業法違反 ６件
○他法令違反 １件

○無許可請負等 ３件
○その他業法違反 ２件

○無許可請負等 ５件
○その他業法違反 ２件
○他法令違反 ２件

内訳

５件１０件４件１２件１０件８件指 示

○その他業法違反 ３件
○他法令違反 ２件

○その他業法違反 ７件
○他法令違反 ３件

○その他業法違反 ２件
○他法令違反 ２件

○無許可請負等 ３件
○その他業法違反 ５件
○他法令違反 ４件

○無許可請負等 １件
○その他業法違反 １件
○他法令違反 ８件

○無許可請負等 ３件
○その他業法違反 ３件
○他法令違反 ２件

内訳

１５件１８件２８件２０件１６件１９件計

９



Ⅲ 請負契約の適正化



１ 無許可業者による軽微でない工事の請負禁止
① 一般建設業の許可

軽微でない（500万円以上、建築一式は1,500万円以上）建設工事の請負には、建設業の許可が

必要【法3条1項、令1条の2第1項】

○ 軽微でない建設工事の下請は、元請と下請の双方に建設業の許可が必要

○ 請負金額の考え方【令1条の2第3項】

請負費（税込） ＋ 注文者（発注者又は元請）が材料を提供した場合は「材料の市場価格」及び「運送費」

違反事例２
許可が失効した下請人との間で下請契約を締結した事例
・公共工事において、過去から取引のあった建設業者が３年
前に許可が失効していたことに気付かずに軽微でない工事
の下請契約を締結した事案で、元請・下請の双方に重過失
があったとして、営業停止処分を行ったもの。

軽微でない工事
発注者(A)

元請(B)
※許可あり

Bは監督処分あり
Cは監督処分あり

一次下請(C)
※無許可

軽微でない工事

軽微でない工事発注者(A)
元請(B)
※無許可

Aは監督処分なし（※対象外）
Bは監督処分あり
Cは監督処分あり

違反

軽微でない工事

違反 違反 ※無許可業者からの下請も違反

１０

違反事例１

大型機械の販売・設置契約について、大型機械の代金も含
めた契約額全体が建設工事請負費と判断された事例
・建設業の許可を受けていない機械製造会社が数千万円の
大型機械の販売・設置契約を複数締結したところ、いずれ

も機械設置工事費だけでは500万円未満であったが、大型
機械の販売費も含めた契約額全体が建設工事の請負費
に当たるとして、営業停止処分を行ったもの。

一次下請(C)
※許可あり



【許可が必要】

② 建設業の許可は、請け負う工事に対応した業種ごとに取得することが必要【法3条2項】

建設業法が定める業種（２９業種）

一式工事（２業種）

①建築一式工事

②土木一式工事

専門工事（２７業種）

①大工工事、②左官工事、③とび・土工・コンクリート
工事、④石工事、⑤屋根工事、⑥電気工事、⑦管工
事、⑧タイル・レンガ・ブロック工事、⑨鋼構造物工事、
⑩鉄筋工事、⑪舗装工事、⑫しゅんせつ工事、⑬板
金工事、⑭ガラス工事、⑮塗装工事、⑯防水工事、⑰
内装仕上工事、⑱機械器具設置工事、⑲熱絶縁工事、
⑳電気通信工事、㉑造園工事、㉒さく井工事、㉓建具
工事、㉔水道施設工事、㉕消防施設工事、㉖清掃施
設工事、㉗解体工事

１，５００万円以上の工事
※ただし、延べ面積が150㎡

未満の木造住宅建設工事
を除く。

５００万円以上の工事

１１



③ 「業種ごとの許可」の例外

○ 一式工事に含まれる専門工事
土木・建築工事業を営む者が「一式工事に含まれる専門工事」を施工するには、当該専門工事

に対応した業種の許可は不要。
ただし、当該専門工事が軽微でない場合は、専門工事に対応した主任技術者を配置して自ら施

工するか、当該専門工事に対応した業種の許可を有する建設業者に下請させなければならない。
【法26条の2第1項】

○ 附帯工事※1

建設業者が「附帯工事」を施工するには、当該附帯工事に対応した業種の許可は不要※２。
ただし、当該附帯工事が軽微でない場合は、附帯工事に対応した主任技術者を配置して自ら施

工するか、当該附帯工事に対応した業種の許可を有する建設業者に下請させなければならない。
【法4条・26条の2第2項】

※１ 「附帯工事」とは、注文者の利便や工事の慣行等の観点から、主たる建設工事に付随して行われる一連・一体の工事。
原則として主たる建設工事の工事価格を下回る。（例：管工事に伴う熱絶縁工事、屋根工事に伴う塗装工事など）

※２ 不要となるのは「建設業法の許可」だけであり、電気工事業法や建設リサイクル法など他法が定める登録等の手続きは
必要。

違反事例４
元請人の業種無許可により下請人も処分された事例
・電気工事業の許可を持つ建設業者が、内装仕上の許可し
か持たない元請人から軽微でない電気工事の下請を受注
したとして、元請人と下請人の双方に処分を行ったもの。

１２

違反事例３
下請人が業種無許可であった事例
・管工事の許可しか持たない建設業者にメガソーラー建設
工事（電気工事）について軽微でない工事を下請させたと
して、元請人及び下請人である建設業者に対し、指示処
分を行ったもの。



２ 下請額の総額の制限（特定建設業の許可）
発注者から直接工事を請け負い、かつ、政令で定める額（5,000万円、建築一式の場合は8,000万円※）以

上の下請契約を締結して施工する場合は、「特定建設業の許可」が必要【法16条、令2条】（令和7年2月1日改正）

○ 発注者から直接工事を請け負った「元請」と「一次下請」との間だけに適用される。

○ 一次下請が複数いる場合は、下請契約額の総額で判断する。

○ 下請負の金額は、請負費（税込）だけで考える。 ※元請が負担した材料費・運送費は含まない。

○ 特定建設業の許可を持たずに政令で定める額以上の下請契約を締結した場合は、原則として元請
だけが処分され、発注者や下請は処分されない。ただし、下請額が単独で政令で定める額以上となっ
た一次下請（建設業者に限る）は処分される。【法28条1項7号】

１億円の発注
(建築一式以外)発注者(A)

元請(B)
※一般建設業者

一次下請(C)

（一般建設業者）

6,000万円

計8,000万円
の下請

一次下請(D)
（一般建設業者）

1,000万円

一次下請(E)
（一般建設業者）

1,000万円

違反

5,000万円の
下請

二次下請(F)
（一般建設業者）

5,000万円

処分あり

処分あり

１３

違反事例５

特定無許可の元請人から7,000万円以上
の建築一式工事の下請を受けた建設業者
の事例

・発注者から直接、建築一式工事を請け
負った元請人（特定無許可）から7,000万円
以上の建築工事の下請を受注した建設業
者に対し、営業停止処分を行ったもの。



３ 無届営業所での営業の禁止
建設業者は、許可を受けた業種については、届出をしている営業所以外では営業することができな

い。【法3条1項】

○ 「無許可業者」や建設業者であっても「許可を受けていない業種」については、適用されない。

○ 許可を受けた業種については、届出をしていない営業所では「軽微な建設工事」も含めて一切営
業ができない。

○ 「営業」には、工事請負契約の締結だけでなく、見積り、入札などの「準備行為」も含まれる。
（ただし、単なる資材調達契約や役務契約など、工事請負でない契約は含まれない。）

本店
（届出あり）

発注者・元請

支店
（届出なし）

軽微な工事であれば、
どこでも営業できる。

無許可業者

発注者・元請

無届出営業所では、許可業種は
軽微な工事も含めて一切営業が
できない。（無許可業種は軽微な
工事であれば営業できる。）

届出営業所では、許可業種は金
額に制限なく営業できる。（無許
可業種は軽微な工事であれば営
業できる。）

建設業者
違反事例６

無届営業所での軽微な工事
の営業が処分された事例
・家庭用発電設備業者（電気
工事の許可あり）に対し、無
届の県外支店において、軽
微な発電設備設置工事（電
気工事）に係る見積りや契約
を継続・反復して行っていた
として、指示処分を行ったも
の。

本店 支店
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４ 見積書・請負契約書の作成

① 見積書の作成
建設業者は、工事請負契約の締結に当たって、工事の見積りを行うよう努めなければならない。
また、建設業者は、注文者から見積書を求められたときは、契約締結までに作成し、交付しなけれ

ばならない。【法20条1項・4項後段】

〇 見積りは、工事の種別ごとに材料費、労務費、法定福利費（事業主負担分）、安全衛生経費、建
設業退職金共済掛金等の内訳、必要となる作業日数を明らかにするよう努めなければならない。

【法20条1項、省令13条の12】（令和7年12月12日改正）

〇 見積書に記載する材料費等の額は、通常必要と認められる額※を著しく下回ってはならない。
【同条2項】（令和7年12月12日改正）

※ 「通常必要と認めれる材料費等の額」とは、工事の施工場所の地域性、工事の具体的内容等を総合的に勘案した材料費

等の額をいい、労務費については、建設工事において適正な労務費を確保するための基準として中央建設業審議会より勧

告された「労務費に関する基準」が指標となる。【建設業法令遵守ガイドライン1－（6）】

〇 注文者は、見積書を請求するときは、あらかじめ、契約の内容となるべき重要な事項を提示する
とともに、見積りをするために必要な政令で定める期間を設けなければならない。

【同条3項、令5条の9】
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② 見積書を交付した建設業者に対する材料費等を著しく下回る変更の禁止（令和7年12月12日改正）

〇 注文者は、材料費等記載見積書を交付した建設業者に対し、材料費等の額を著しく下回ることと
なるような変更を求めてはならない。【同条6項】

③ 見積書の考慮（令和7年12月12日改正）

〇 注文者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、材料費等記載見積書の内容を考慮す
るよう努めなければならない。【同条4項前段】

④ 工期・請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等（令和6年12月13日改正）

〇 建設業者は、請け負う工事について「主要な資機材の供給不足・価格高騰」や「特定の工事の種
類における労務の供給不足・価格高騰」が発生するおそれがあるときは、契約締結前までに見積
書にこれらの情報を記載した書面を添付することにより、注文者に通知しなければならない。

【法20条の2第2項、省令13条の14第2項・13条の15】

〇 通知を行った建設業者は、工期・請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生した場合は、注文者
に工期や工事内容、請負代金の額の変更について協議を申し出ることができる。この場合に、協
議の申し出を受けた注文者は、誠実に協議に応ずる※１努力義務※２がある。

【法20条の2第3・4項】

※１ 協議を拒否したり、協議開始の先延ばしや一方的な協議の打ち切りなどは、「誠実に協議に応じた」ことにならない。

【発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン2－1（7）】

※２ 公共工事では、発注者は誠実に協議に応じる義務がある。【入契法13条2項】
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⑤ 請負契約書の作成義務
工事請負契約の当事者は、契約の締結に際して、契約書を作成して相互に交付しなければなら

ない。【法19条1項】

〇 請負額や建設業許可の有無に関係なく、建設工事の発注者・元請・下請の全てに作成義務あり。

〇 契約書には、法定事項である15項目※を記載するほか、署名又は記名押印が必要。

※ 改正法により、法定事項15項目のうち「価格等の変動・変更に基づく請負代金の額の変更」については、

新たに「変更額の算定方法に関する定め」も記載することが必要。【同条1項8号】（令和6年12月13日改正）

〇 相手方の承諾があれば、省令で定める電子メールなどの電磁的方法も可能。【同条3項】

違反事例７
契約書不作成が常態化していたとして処分した事例
・民間工事において、元請人である建設業者が下請人に

請負費の一部を不払いとした事案で、調査の結果、複数

の下請人を対象に契約書不作成が常態化していたとして、

当該元請人に対し、指示処分を行ったもの。
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５ 経営事項審査の適正な受審
① 経営事項審査とは

経営事項審査とは、建設業者が、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おう
とする場合に必ず受けなければならない「経営に関する審査」である。【法27条の23第1項】

〇 公共工事の発注者は、競争入札に参加しようとする建設業者について「客観的事項」と「発注者
別評価」の審査結果を点数化して順位・格付けを行うこととなっており、「客観的事項」に当たる審
査が「経営事項審査」である。

〇 公共工事を発注者から直接請け負うことができる期間は、経営事項審査の結果通知を受けて
から、当該審査の基準日より1年7カ月が経過するまでの間に限られる。【省令18条の2】

② 経営事項審査の虚偽申請に対する監督処分
経営事項審査における虚偽の申請は、公共工事の適正な発注・施工に重大な支障を及ぼすため、

建設業者が虚偽の申請によって得た経営事項審査結果を発注者に提出し、発注者がそれを入札に
用いたときは、当該建設業者に対し原則として「30日間の営業停止」という厳しい処分が行われる。

【法28条1項2号・3項、福岡県建設業法に基づく監督処分の基準三－2－(3)－①－ⅱ】

違反事例９

完成工事高を水増しするなど不正に取得した経営事項審査
結果により入札参加資格申請を行った事例
・完成工事高の水増しにより、「経営規模」の評点を不正に
高くした経営事項審査結果通知書をもって公共工事入札
参加資格申請を行った建設業者に対し、営業停止処分を
行ったもの。

違反事例８

経営事項審査が失効していた期間に公共工事を発注者から
直接請け負ったとして処分された事例
・経営事項審査を継続して受審しなかった建設業者に対し、

経営事項審査の有効期間が失効していた期間に発注者か

ら公共工事を直接請け負ったとして、指示処分を行ったもの。
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Ⅳ 適正な工事の施工



１ 施工体制台帳及び施工体系図の作成
① 建設業法上の作成義務

発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、当該工事のための下請契約の総額が5,000

万円（建築一式工事の場合は8,000万円）※以上となる場合は、施工体制台帳を作成して工事現場
ごとに備え置くとともに、施工体系図を作成して工事現場に掲示しなければならない。

【法24条の8第1・4項】（令和7年2月１日改正）

〇 工事現場に備え置いた施工体制台帳は、発注者から求めがあったときは閲覧に供しなければ
ならない。【同条3項】

② 入契法上の作成義務
公共工事を発注者から直接請け負った建設業者は、下請契約をした場合はその額に関係なく、

施工体制台帳及び施工体系図を作成しなければならない。【入契法15条1項】

〇 公共工事の元請人は、作成した施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない。
ただし、「CCUS等の情報通信技術を利用する方法により発注者が施工体制台帳の記載事項を

確認できる措置」を講じた場合を除く。【同条2項、入契法施行規則2条】（令和6年12月13日改正）

また、発注者から現場の施工体制の点検を求められた場合は拒否できない。【同条3項】

違反事例１０

工事を一括下請負する中で施工体制台帳等の未作成が
生じた事例
・発注者から民間の建築一式工事を直接請け負った特定
建設業者に対し、下請人に工事の主たる部分を一括下
請負するとともに、施工体制台帳及び施工体系図も作
成しなかったとして、営業停止処分を行ったもの。

違反事例１１

公共工事で一括下請負を隠蔽するために虚偽の施工体
制台帳等を作成した事例
・発注者から公共工事を直接請け負った特定建設業者に
対し、発注者から一括下請負の指摘を受けないよう虚偽
の施工体制台帳及び施工体系図を作成したとして、営
業停止処分を行ったもの。
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２０



２１



２ 一括下請負の禁止
① 建設業者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならない。また、建設業を営

む者は、建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。【法22条1項・2項】

〇 軽微な工事も含めて、発注者から直接工事を請け負った建設業者が下請人に一括下請負する
場合だけでなく、下請人がさらに下請人（孫請人）に一括下請負する場合も禁止される。

〇 「一括して他人に請け負わせる」ことは、「建設業者」だけが禁止される。

〇 「一括して請け負う」ことは、元請人が建設業者であれば、無許可業者も含めた「全ての下請人」
について禁止される。

〇 元請人が「本体工事の大部分を同一の下請人に請け負わせた場合」などは、「元請人の実質的
関与※」が認められない限り、一括下請負と判断される。

※ 実質的関与とは、①施工計画作成、②工程管理、③品質管理、④安全管理、⑤技術指導の全てをいう。

【一括下請負の何が悪いのか？】
発注者Ａは、Ｂが建設業者であることを信頼して600万円で発注したが、実際は無許可のＤが400万円で施工した。

元請Ｂは、発注者Ａの信頼を裏切り、差額200万円を一次下請Ｃと一緒に「中抜き」している。

建設工事
（600万円）

発注者(A) 元請(B)
建設業者

一次下請(C)
建設業者

一括下請負
（500万円）

一括下請負
（400万円）

二次下請(D)
無許可業者

違反

Ｃへの一括下請負で処分
「Ｂからの一括下請負」
と「Ｄへの一括下請負」
で処分

Ｃからの一括下請負
で処分

２２
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② 一括下請負禁止の例外
民間工事については、元請人があらかじめ発注者から書面による承諾を受けている場合は、一括

下請負することができる。【法22条3項】

〇 公共工事は、発注者の承諾があっても一括下請負できない。【入契法14条】

〇 民間工事でも「共同住宅を新築する工事」は、発注者が承諾しても一括下請負できない。
【令第6条の3】

〇 実務的な取り扱いとして、発注者の書面による承諾に代えて、契約書の約款に「甲（発注者）は
本工事について乙（元請）の指定する者が単独で行うことを承諾する。」などの条文を記載している
例が見られるが、そのような取り扱いは発注者とのトラブルが生じた場合に「発注者の書面による
承諾」があったと認められない可能性がある。

違反事例１２

特定建設業者が元請となるように偽装するため一括下請
負させた事例
・一般建設業者Ａが、特定建設業の許可が必要な民間工
事を実質的に受注するために、施工の意思がない特定
建設業者 Ｂに元請させた上で、ＢからＡに一括下請負さ
せたとして、ＡとＢの双方に対し営業停止処分を行ったも
の。

違反事例１３

民間工事において一括下請負により工事現場の安全対
策等に重大な問題が発生した事例
・民間工事を受注した建設業者に対し、主任技術者を設
置せず、技術指導や安全対策を講じない（高所からの廃
棄物の投げ落としを放置した）まま、工事の主たる部分
を無許可業者に一括下請負したとして、営業停止処分を
行ったもの。

２３



３ 主任技術者・監理技術者の配置
① 建設業者は、工事の適正な施工を確保するため、工事現場に一定の資格を有する者（主任技術

者・監理技術者）を配置する必要がある。【法26条1・2項】

〇 建設業者は、軽微な工事も含めて、全ての建設工事（下請工事も含む。）に主任技術者又は監
理技術者（以下「主任技術者等」という。）等の配置が必要となる。

〇 主任技術者等は、直接的かつ恒常的な雇用関係※（出向、派遣は不可）であることが必要。
※ 公共工事では、発注者から直接工事を請け負った元請人の「専任の主任技術者等」は、入札申込日以前に３月以上の

雇用関係が必要。【監理技術者制度運用マニュアル（以下「監理技術者マニュアル」という。）二－四－（３）①】

２４

元請(B)

建設業者

一次下請(C)

建設業者下請
（６００万円）

二次下請(D)

建設業者
三次下請(E)

無許可業者

主任技術者
の配置必要

主任技術者
の配置不要

下請
（４００万円）

下請
（２００万円）

軽微な工事 軽微な工事

違反事例１４

他社からの在籍出向者を主任技術者として工事現場に
配置した事例
・一般建設業者に対し、3件の公共工事において、他社か
らの在籍出向社員を直接的かつ恒常的な雇用関係があ
ると偽装して主任技術者として配置したとして、営業停
止処分を行ったもの。

違反事例１５

公共工事において無資格者を主任技術者として工事現
場に配置した事例

・一般建設業者に対し、公共工事において、法第7条第2
号イ、ロ又はハのいずれにも該当しない社員を同号ロ
（10年以上の実務経験）に該当するとして発注者に虚偽
の登録をさせて主任技術者として配置したとして、営業
停止処分を行ったもの。

主任技術者
の配置必要

主任技術者
の配置必要



２５

主任技術者監理技術者技術者の区分

左記以外の全ての建設工事（軽微な工
事も含む。）

１次下請の総額が5,000万円（建築一式
は8,000万円）以上となる建設工事

対象となる工事

左記以外の全ての建設業者（元請、下
請、孫請にかかわらない。）

発注者から直接工事を請け負った特定
建設業者

配置義務のある者

法7条2号イ・ロ・ハのいずれかに該当す
る者（営業所技術者と同じ。）

〇法7条2号イに該当する者
許可を受けようとする業種の工事について

高校等（指定学科）を卒業後 5 年以上、大学・
高等専門学校（指定学科）を卒業後 3 年以上
の実務経験を有する者

〇法7条2号ロに該当する者
許可を受けようとする業種の工事について

10 年以上の実務経験を有する者

〇法7条2号ハに該当する者
イまたはロと同等以上の知識、技術、技能

を有すると認められた者（一級・二級国家資格
者等、及び一級・二級国家資格者等で一定の
実務経験を有する者）

法15条2号イ・ロ・ハのいずれかに該当
する者（特定営業所技術者と同じ。）

〇法15条2号イに該当する者
許可を受けようとする業種の工事について、

国土交通大臣が定める一級国家試験に合格
した者または免許を受けた者

〇法15条2号ロに該当する者
（指定建設業※は対象外であることに留意）
右記の主任技術者の要件のいずれかに該

当し、かつ、元請として4,500 万円以上の工事

について 2 年以上の指導監督的な実務経験
を有する者

〇法15条2号ハに該当する者
国土交通大臣がイまたはロに掲げる者と

同等以上の能力を有すると認定したもの

必要な資格

【主任技術者等の配置義務・資格等】

※ 指定建設業とは、高度の施工管理能力が必要となる①土木工事業②建築工事業③電気工事業④管工事業⑤鋼構造物工事業⑥舗装工事業
⑦造園工事業をいう。【令5条の2】



２６

② 主任技術者の配置の緩和（特定専門工事）
特定専門工事（下請額の総額が4,500万円未満の鉄筋工事・型枠工事）においては、「元請人と

下請人の合意」や「注文者の承諾」「元請人による指導監督経験がある主任技術者の専任配置」な
どの条件を満たすことで、建設業者である下請人が配置すべき主任技術者を配置しないことができ
る。【法26条の3、令31条2項】（令和7年2月１日改正）

③ 専任の主任技術者等の配置
公共性がある又は多数の者が利用する施設・工作物の建設工事で、１件の請負額が4,500万円

（建築一式は9,000万円）以上のものには、「専任」の主任技術者等を工事現場に配置 しなればな
らない。【法26条3項、令27条1項】（令和7年2月１日改正）

〇 下請工事にも適用され、この場合には下請業者も「専任」の主任技術者の配置が必要。

〇 「公共性がある又は多数の者が利用する施設・工作物」には個人住宅を除く殆どの工事が該当。
〇 「専任」とは、他の工事現場に係る職務を兼任せず、常時、継続的に当該工事現場に係る職務

のみに従事すること。ただし、工事が行われていないことが明確な期間は専任を要しない。
【監理技術者マニュアル三－（1）④、（3）①】

〇 専任の監理技術者は「監理技術者資格者証」と「監理技術者講習の受講」が必要。【法26条5項】
〇 請負金額の考え方【建設業法解説（改訂13版）376頁】

請負費（税込） ＋ 注文者が材料を提供した場合は「材料の市場価格」及び「運送費」

違反事例１６
資格がない者を専任の監理技術者として配置したとして処分した事例
・特定建設業者に対し、民間工事において、恒常的な雇用関係にない者（アルバイト）
及び「監理技術者資格者証」を持たない者をそれぞれ専任の監理技術者として配置
したとして、監理技術者の不設置により営業停止処分を行ったもの。



２７

４ 主任技術者・監理技術者の兼任
① 営業所技術者等と主任技術者等との兼任

ア 「営業所技術者等」と「専任を要しない主任技術者」との兼任
営業所技術者等は、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者であることが必要だが、次

の要件を全て満たす場合は主任技術者との兼任ができる。【監理技術者マニュアル二－二（5）②2)】

なお、工事現場と営業所が近接でないなどアに該当しない場合、イの要件を満たせば兼任できる。
ⅰ 所属する営業所で契約締結した工事で、主任技術者に「専任性」が求められていないものであること。

ⅱ 工事現場と営業所が兼務可能なほどに近接し、営業所と常時連絡が取れる体制であること。
ⅲ 営業所技術者等が直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

イ 「営業所技術者等」における「専任を要する主任技術者等」の職務の特例
ICTの活用により次の要件を全て満たす場合は、営業所技術者は「専任を要する主任技術者」を、

特定営業所技術者は「専任を要する主任技術者又は監理技術者」をそれぞれ兼任できる。
【法26条の5、令33・34条、省令17条の5・17条の6、監理技術者マニュアル二―二（5）②1)】（令和6年12月13日改正）

ⅰ 所属する営業所で契約締結した工事で、兼任できる工事現場は１カ所であること。
ⅱ 工事の請負費が政令で定める金額（1億円。建築一式は2億円。）未満であること。
ⅲ 営業所と工事現場の間の距離が1日で巡回可能で、移動時間が概ね片道2時間以内であること。
ⅳ 営業所技術者等を兼任させようとする建設業者を注文者とする下請契約から数えて、下請次数が３次まで

の工事であること。（施工体系図上の数え方と異なることに注意。２９ページ参照。）
ⅴ 営業所技術者との連絡その他必要な措置を講ずる者（土木一式・建築一式工事の場合は実務経験１年以

上の者であること。常駐義務はなく、直接的・恒常的な雇用も不要。)を配置すること。
ⅵ 工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術（CCUSが望ましい）の措置を行っていること。
ⅶ 工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器（スマホ可）を設置し、かつ、通信可能

な環境が確保されていること。
ⅷ 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場に据え置くとともに、営業所で保存すること。
ⅸ 営業所技術者等が直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。



② 専任の主任技術者等における兼任

ア 専任の主任技術者等の兼任
専任の主任技術者又は監理技術者は、契約工期が重複し、かつ、それぞれの工事対象が同一の

建築物又は連続する工作物である場合に、同一の主任技術者等による管理が合理的と認められる
ときは、全ての注文者から書面による承諾を得れば、同一の工事とみなしてこれらを兼任できる。

ただし、それぞれの工事の下請額の合計が5,000万円（建築一式は8,000万円）以上となる場合
は、特定建設業の許可及び専任の監理技術者の配置が必要となる。

【監理技術者マニュアル三－（2）④】（令和7年2月1日改正）

イ 専任の主任技術者の兼任緩和

専任の主任技術者（監理技術者は含まれない。）は、公共性のある施設等において密接な関連
のある工事（専任を要する工事を含む。）を同一又は近接（10㎞程度まで）した場所で施工する場合
は、原則２件程度まで※兼任できる。【令27条2項、監理技術者マニュアル三－（2）③】

※  福岡県発注工事は2カ所まで。【土木工事施工管理の手引き】

２８

A社発注工事（建築一式以外）

請負額5,000万円
下請額3,000万円

B社発注工事（建築一式以外）

請負額4,500万円
下請額2,500万円

A社とB社の書面
による承諾

A社・B社発注工事（建築一式以外）

請負額9,500万円
下請額5,500万円

同一・連続の建物・工作物

専任の主任技術者X 専任の主任技術者Y 専任の監理技術者Z



ウ 専任の主任技術者等の設置の特例 （専任特例１号）
ICTの活用などにより、次の要件を全て満たす場合は、専任の主任技術者等は他の工事現場の

専任の主任技術者等との兼任ができる。
【法26条3項1号、令28・30条、省令17条の２・17条の３、監理技術者マニュアル三－(2)①】（令和6年12月13日改正）

ⅰ 工事の請負費が政令で定める金額（1億円。建築一式は2億円。）未満であること。
ⅱ 工事現場の間の距離が１日で巡回可能で、移動時間が概ね片道２時間以内であること。
ⅲ 主任技術者等を兼任させようとする建設業者を注文者とする下請契約から数えて、下請次数が３
次までの工事であること。（施工体系図上の数え方と異なることに注意※）
ⅳ 主任技術者等との連絡その他必要な措置を講ずる者（土木一式・建築一式工事の場合は実務経

験１年以上の者であること。常駐義務はなく、直接的・恒常的な雇用も不要。）を配置すること。
ⅴ 工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置（CCUSが望ましい。）を行っていること。
ⅵ 工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器（スマホ可）を設置し、かつ、

通信可能な環境が確保されていること。
ⅶ 人員の配置を示す計画書を作成し、工事現場に据え置くとともに、営業所で保存すること。
ⅷ 兼任できる建設工事の数は２を超えないこと。

なお、専任特例１号の要件を満たす主任技術者等は、専任を要しない主任技術者等を兼務すること
は可能であるが、その場合は当該専任を要しない工事についても「ウ」の要件を満たす必要がある。

【監理技術者マニュアル三－（2）①8)後段】

※ 専任特例１号が認められる建設工事の下請次数（三次まで）の数え方

注文者 一次下請 二次下請 三次下請 四次下請 五次下請

（元請） 注文者 一次下請 二次下請 三次下請 四次下請
２９

工事✕

工事Ｙ

A社 B社 C社 D社 ×

E社 A社 F社 G社 H社

×

×

施主X

施主Y

専任の主任技術者を兼任



エ 監理技術者補佐の設置による専任の監理技術者の兼任（専任特例２号）

特定建設業者が監理技術者の職務を補佐する者※１を工事現場に「専任」で配置したときは、同一
の監理技術者が２現場まで※２兼任できる。【法26条3項2号、令30条】

※１ 監理技術者補佐の資格【令29条】
ア 一級施工管理技士補で、主任技術者の要件（該当する工事について、二級施工管理技士など必要な

資格等を保有していること）を満たす者
イ 監理技術者となる要件を満たす者

※２ 監理技術者が兼任できる工事現場の範囲は、福岡県発注工事の場合は工事の特記仕様書に要件を記
載することがあるので注意すること。【土木工事施工管理の手引き】

A社発注工事
（建築一式以外）

請負額1億2千万円
下請額7,000万円

B社発注工事
（建築一式以外）

請負額１億円
下請額6,000万円

専任特例2号
の適用

A社発注工事
（建築一式以外）

請負額1億2千万円
下請額7,000万円

B社発注工事
（建築一式以外）

請負額1億円
下請額6,000万円

監理技術者X

専任の

監理技術者X

専任の

監理技術者Y

専任の

監理技術者補佐W

専任の

監理技術者補佐Z

C社発注工事
（建築一式以外）

請負額２億円
下請額１億円

専任の

監理技術者Y

他の工事現場に配置できる。

３０



建設業法では、建設業法や他の法令に違反した場合は、同法に基づく許可の取消処分、営業停
止処分又は指示処分を行うことがある。

① 「許可の取消」のうち法令違反によるもの

次に掲げる法令違反により刑罰を受けたことで「許可の欠格要件」に該当した場合は、許可を取
り消さなければならない。【法29条1項2号】

ア 「拘禁刑以上」の刑※に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが
なくなった日から５年を経過しない者【法8条7号】

〇 刑法その他我が国の全ての法律の規定により拘禁刑以上の刑が確定した者が対象
〇 執行猶予の有無を問わない。

※ 令和7年6月から「禁錮刑」及び「懲役刑」が、「拘禁刑」に一本化

イ 次に掲げる法令の規定により「罰金」の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の
執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者【法8条8号】
・建設業法
・建設工事の施工に関する法令の規定で政令で定めるもの
・建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法204条（傷害罪）、206条（現場助勢罪）、208条（暴行罪）、208条の２（凶器準備集合罪）、222条（脅迫
罪）、247条（背任罪）

・暴力行為等処罰に関する法律

ウ 役員等又は政令で定める使用人（支配人・営業所長）が上記ア又はイに該当する「法人」
【法8条12号】

５ 法令の遵守

３１



② 「営業停止・指示」のうち建設業に関する他法令違反によるもの
建設業者（法人の場合は当該法人若しくはその役員等）又は政令で定める使用人が、その業務に

関し他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるときは、監督官庁は指示処分又
は営業停止の処分を行うことができる。【法28条1項3号・同条3項】

〇 福岡県建設業法に基づく監督処分の基準により「営業停止処分」となる主なもの。
・建設業者の業務に関する談合・贈賄等（公契約関係競売等妨害罪・談合罪・贈賄罪などの刑法違反、補助
金等適正化法違反、独占禁止法違反）により刑に処せられた場合

・労働安全衛生法違反により役職員が刑に処せられ、かつ業務上過失致死傷罪等の刑に処せられた場合
・次の法令により役職員が刑に処せられたとき
建築基準法、労働基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法、廃棄物処理法、特定商取引に関する法律、
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、法人税法・消費税法等の税法、健康保険法、厚生年金保
険法、雇用保険法 ※これらは例示であり、これら以外の法令違反でも営業停止となる場合がある。

違反事例１８

建設業者の役員が傷害罪で罰金刑が確定したため、当
該法人の許可が取り消された事例（イに該当した法人）

・建設業者に対し、取締役が傷害罪で罰金30万円の略式
命令を受 けその刑が確定したため、法29条1項2号に該
当するとして、許可を取り消したもの。

違反事例１７

建設業者の役員が詐欺罪で拘禁刑が確定したため、当
該法人の許可が取り消された事例（アに該当した法人）
・建設業者に対し、代表取締役が詐欺罪で拘禁刑（執行
猶予付き） が確定したため、法29条1項2号に該当すると
して、許可を取り消したもの。

違反事例１９

廃棄物処理法違反で罰金刑が確定した建設業者につい
て営業停止処分を行った事例（処分基準に例示あり）
・建設業者に対し、解体工事で発生した廃棄物の不法投
棄により、廃棄物処理法違反で当該建設業者及び従業
員が 罰金50万円の略式命令を受けその刑が確定した
ため、営業停止処分を行ったもの。

違反事例２０

入管法違反で罰金刑が確定した建設業者について営業
停止処分を行った事例（処分基準に例示なし）
・建設業者（個人）に対し、不法残留外国人を就労させた
として当該建設業者が出入国管理及び難民認定法違反
で罰金20万円の略式命令を受けその刑が確定したため、
営業停止処分を行ったもの。 ３２



６ 建設業における時間外労働の上限規制
国の働き方改革の中で、これまで建設業など一部の業務について適用除外とされていた「時間外

労働の上限規制（罰則付き）」が、令和６年４月から全面的に適用されている。
適用により、36協定で特別条項を定めても時間外労働の上限が罰則付きで規制されるため、労務

管理の徹底や適正な工期の設定など長時間労働の削減に向けた取組を推進する必要がある。

３３

 令和６年３月まで 令和６年４月以降 

原  則 

 

 

【労働基準法】 

① 1日8時間、1週間40時間 

② 36協定で定めた時間まで時間外労働可能 

③ 災害など避けることができない事由により臨

時の必要がある場合には、労働時間の延長が可

能（労基法33条） 

【労働基準法】 

 

現行と同じ 

36協定の 

限度 

【大臣告示】※強制力なし 

① 原則、月45時間かつ年360時間 

② 臨時的で特別な事情がある場合（特別条項）、延

長に上限なし（年６ケ月まで） 

       

〇これらは建設業には適用がないため、現在は適 

法な36協定があれば時間外労働の上限はない。 

【改正労働基準法】※強制力・罰則あり 

① 原則、月45時間かつ年360時間 

② 特別条項でも次の制限あり。 

 ア 年720時間を超えないこと 

 イ 一次的に事務量が増える場合でも 

  a ２～６カ月の平均で80時間以内であること。 

  b 単月100時間未満であること。 

  c 原則（月45時間）を上回る月は年６回まで 

 

 〇建設業では、このうち②イ a 及びｂは、特別条

項が「災害からの復旧・復興」である場合に限り、

適用なし。 

 



Ⅴ 下請人との適正な取引の推進



１ 適正な工期の設定
① 著しく短い工期の禁止

注文者・建設業者※１は、その注文した・請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められ
る期間に比して著しく短い期間※２を工期とする請負契約を締結してはならない。

【法19条の5第1・2項】
※１ 改正法により、「受注者である建設業者」も著しく短い工期での契約が禁止（令和7年12月12日改正）
※２ 著しく短い期間とは、「工期に関する基準（令和2年7月中央建設審議会勧告）」に照らして不適正に短かく設定された期

間をいう。【建設業法令遵守ガイドライン3‐1】

② 工程の細目を明らかにした見積り
建設業者は、請負契約の締結に当たり、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を

明らかにして、見積りを行うよう努めなければならない。【法20条1項】

※ 建設工事の注文者は、建設業者が工事の見積もりをするために必要な期間を設けなければならない。【同条3項】

③ 工期等に影響を及ぼす事象に係る情報の通知義務
ア 建設工事の注文者は、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象※で把握しているものにつ

いて、契約締結までに建設業者に必要な情報を書面で通知しなければならない。
【法20条の2第1項、省令13条の15第1項】（令和6年12月13日改正）

※ 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象【省令13条の14第1項】

・地盤沈下、土壌汚染その他の地中の状態に起因する事象、騒音・振動その他の周辺環境に配慮が必要な事象

イ 建設業者は、請け負う工事について、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象※が発生す
る恐れがあると認めるときは、契約締結までに注文者に書面で通知しなければならない。

【法20条の2第2項、省令13条の15第2項】（令和6年12月13日改正）

※ 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象【省令13条の14第2項】
・天災その他不可抗力による主要な資機材の供給不足や価格高騰、特定の工事種類の労務の供給不足や価格高騰 ３４



２ 適正な請負代金の設定
① 不当に低い請負代金の禁止

注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通
常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

【法19条の3】（令和7年12月12日改正）

※ 改正法により、「受注者である建設業者」も正当な理由なく原価に満たない金額での契約が禁止

〇 不当に低い請負代金が問題となるケース

ア 社会保険料・労働災害防止対策経費の一方的削減【建設業法令遵守ガイドライン14‐2・3】
社会保険料は建設業者が義務的に負担しなければならない法定福利費であり、また、建設工

事現場における労働災害防止対策に要する経費は元請人及び下請人が義務的に負担しなけれ
ばならない費用である。

いずれも法19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれ、下請人が見積書に
「法定福利費」や「労働災害防止対策に要する経費」を明示した場合に元請人がこれを一方的に
削減して契約を締結することは「不当に低い請負代金」に該当する。

イ 指値発注【建設業法令遵守ガイドライン6】
指値発注とは、元請負人が下請負人との請負契約を交わす際、下請負人と十分な協議をせず

又は下請負人の協議に応じることなく、元請負人が一方的に決めた請負代金の額を下請負人に
提示（指値）し、その額で下請負人に契約を締結させることをいう。

指値発注は、元請負人としての地位の不当利用に当たるものと考えられ、下請代金の額がそ
の工事を施工するために「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元
請下請間の取引依存度等によっては、不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがある。

３５



ウ 原材料費等の高騰・納期遅延等の状況における適正な請負代金の設定及び工期の確保違反
【建設業法令順守ガイドライン5】

原材料費等が高騰している状況で、元請人が、下請人からの法20条の2に基づく請負代金の額
の変更協議や契約締結後の事象に基づく請負代金の額の変更協議に応じず、必要な変更契約を
行わなかった場合は、「不当に低い請負代金の禁止」に違反するおそれがある。（令和6年12月改正）

エ やり直し工事の一方的な負担【建設業法令遵守ガイドライン8】
元請負人が、元請負人と下請負人の責任及び費用負担を明確にしないままやり直し工事を下

請負人に行わせ、その費用を一方的に下請負人に負担させた場合は、「請負契約書の作成義務」
や「不当に低い請負代金の禁止」に違反するおそれがある。

オ 赤伝処理【建設業法令遵守ガイドライン9】
赤伝処理とは、元請負人が「一方的に提供・貸与した安全衛生保護具等の費用」「下請代金の

支払に関して発生する諸費用」「下請工事の施工に伴い、副次的に発生する建設副産物の運搬処
理費用」「その他の諸費用（駐車場代、弁当ごみ等のごみ処理費用、安全協力会費等）」を下請代
金の支払時に差引く（相殺する）行為である。

赤伝処理については、下請人との協議・合意がないまま元請負人が一方的に行った場合や、下
請人との合意はあるものの差引額の算定根拠が不明確な場合、実費よりも過大な額を差し引いた
場合などは、「不当に低い請負代金の禁止」に違反するおそれがある。

② 不当な使用資材等の購入強制の禁止
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事

を使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、そ
の利益を害してはならない。【法19条の4、建設業法令遵守ガイドライン7】 ３６



３ 適正な検査及び引渡し
元請人は、下請人が工事を完成させたときは、請負代金の支払いを遅延させないため、また、工事

の目的物に係る「保管責任」や「危険負担」を下請人から適正に引き継ぐため、完成検査や引渡しの
受領を適正に行う必要がある。

① 元請人による適正な完成検査
元請人は、下請人から工事完成の通知を受けたときは、20日以内のできる限り短い期間内に、下

請工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。【法24条の4第1項】

② 元請人による適正な引渡しの受領
元請人は、完成検査後に下請人から工事の目的物の引渡しの申出を受けたときは、直ちに引渡し

を受けなければならない。【同条2項】

直ちに
２０日以内で出来
る限り短い期間

完成確認検査フロー

下
請
人
に
よ
る

工
事
の
完
成

下
請
人
か
ら
の

完
成
通
知

元
請
人
に
よ
る

完
成
確
認
検
査

下
請
人
か
ら
の

引
渡
し
申
出

元
請
人
に
よ
る

引
渡
し
受
領
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４ 適正な下請負費の支払い
① 下請代金の支払期日

元請人は、注文者から出来高部分又は工事完成後の支払いを受けたときは、当該工事の下請人
に対して、相応する下請代金を１カ月以内※で、かつ、出来る限り短い期間内に支払わなければなら
ない。【法24条の3第1項】

※本規定は強行規定であり、これよりも遅い期日を契約で定めても無効である。

② 特定建設業者の下請代金の支払期日
特定建設業者は、注文者から支払を受けたかどうかにかかわらず、下請人（特定建設業者及び

資本金が4,000万円以上の法人を除く。）から引渡しの申出があった場合は、当該申出日から起算し
て50日以内で、かつ、出来るだけ短い期間内に下請代金を支払わなければならない。支払いが遅延
した場合は、遅延利息（年14.6％）を支払う必要がある。【法24条の6第1・4項、令7条の2、省令14条】

発

注

者

元

請

人

特
定
建
設
業
者

一次下請（A）
特定建設業者

二次下請(D)

一般建設業者
資本4000万未満

一次下請(B)

一般建設業者
資本4000万以上

二次下請(E)

一般建設業者
資本4000万未満

一次下請(C)

一般建設業者
資本4000万未満

二次下請(F)

一般建設業者
資本4000万未満

支払

発注者支払から１カ月以内

発注者支払から１カ月以内

いずれか早い日
・発注者支払から１カ月以内
・Ｃの引渡申出日から50日以内

いずれか早い日
・元請人支払から１カ月以内
・Ⅾの引渡申出日から50日以内

元請人支払から１カ月以内

元請人支払から１カ月以内
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③ 手形期間の短縮について
特定建設業者は、自らが注文者となった建設工事の請負契約において、下請人が資本金4,000万

円未満の一般建設業者である場合は、下請代金の支払いとして「割引困難な手形」を交付してはな
らない。【法24条の6第3項】

「割引困難な手形」とは、従来、手形期間が「120日間」を超える手形を割引困難な手形として指導

してきたが、令和6年11月1日以後に交付された手形については、手形期間が「60日間」を超えるもの
を割引困難な手形として指導の対象とする。

【令和6年4月30日国土交通省不動産・建設経済局長通知】

３９



Ⅵ 参考資料



４０



４１
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その他請負額の考え方適用となる請負額適用対象適用条文

（改正なし）

①税込み
②元請が支給・負担し
た材料費及び運送
費等を含む。

請負額が

500万円以上
（建築一式は

1,500万円以上）

元請・下請の全て建設業の許可
（第３条第１項第１号）

Ｒ７．２．１改正
4,500万円

→ 5,000万円

7,000万円
→ 8,000万円

①税込み
②元請が支給・負担し
た材料費及び運送
費等は含まない。

１次下請の総額が
5,000万円以上
（建築一式は

8,000万円以上）

発注者から直接工
事を請け負った元
請人

特定建設業の許可
（第３条第１項第２号）

Ｒ７．２．１改正
4,000万円

→ 4,500万円
8,000万円

→ 9,000万円

①税込み
②元請が支給・負担し
た材料費及び運送
費等を含む。

請負額が

4,500万円以上
（建築一式は

9,000万円以上）

建設業者である元
請・下請の全て

主任技術者・監理技
術者の専任性
（第26条第３項）

Ｒ６．１２．１３新設
※ 専任特例となるためには
「ICTの活用」や「連絡員の設
置」など他の要件も満たす必
要があることに留意。

①税込み
②元請が支給・負担し
た材料費及び運送
費等を含む。

請負額が

１億円未満
（建築一式は

2億円未満）

専任の主任技術者
等を配置する建設
業者（元請・下請を
含む）

専任の主任技術者等が
兼任できる建設工事
（第26条第３項第1号）
【専任特例1号】

【参考】建設業法において請負額によって適用が変わる主な規定（まとめ）
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